
特例掛金の拠出方法の見直し 

○ 非継続基準に抵触した場合において、積立比率方式により翌事業年度から特例掛金を拠出する場合には、当年度の不
足額を分割して拠出することができる一方で、翌々事業年度から特例掛金を拠出する場合には、当年度の不足額を分割し
た額に加えて翌事業年度に増加が見込まれる積立不足を一括して拠出することとなっていることから、特例掛金の拠出方
法の中での均衡を図り、翌事業年度に増加が見込まれる積立不足についても分割して拠出できることとします。 

   ※１ 平成３１年３月３１日以前に終了する事業年度に係る決算において非継続基準に抵触し特例掛金を拠出する場合には、改正前の方法によることも 
     可能です。 
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     翌事業年度に増加が見込まれる積立不足（D） 

      （A/15） + （B/10）+ （C/5） 以上  A +B + C  以下 の規約で定める額  

（A’/15）+（B’/10）+（C’/5） 以上 A’+B’+C’以下 の規約で定める額 

改正前 改正後 

又は 又は 

※２ 改正により、当年度の積立不足額（A+B+C）と、
翌年度の積立不足の増加見込額（D）を同等に取
り扱うことになります。 
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平成３１年３月３１日 

厚生労働省 年金局企業年金・個人年金課 

平成３０年６月２２日 
（拠出方法の見直し） 

改正前又は改正後の方法で拠出が可能 改正後の方法で拠出 改正前又は改正後の方法で拠出が可能 

≪経過措置について≫ 

（決算日） （決算日） （決算日） （拠出日） （拠出日） （拠出日） 


